
様式第３号（第７条関係） 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市常磐市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 令和５年６月 30 日(金) 午後２時 00 分から午後２時 50 分まで 

 

３ 開催場所 水戸市常磐市民センター 会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

⑴ 委  員 櫻井 道夫，後藤 務，志賀 正章，根本 律子，篠田 和子，清水 祐司  

⑵ 執行機関 篠原 貴行，大澤 美智子 

⑶ その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

⑴ 令和４年度利用状況について                 （公開） 

⑵ 令和５年度常磐市民センター運営方針及び重点目標について   （公開） 

⑶ 令和５年度事業計画について                 （公開） 

⑷ 令和５年度定期講座募集状況について             （公開） 

⑸ その他                           （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数   ０人  

 

８ 会議資料の名称   令和５年度 第１回水戸市常磐市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関   本日は，お忙しい中，御出席賜わりまして，誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので，ただいまから，令和５年度第１回水戸市常磐市民セン

ター運営審議会を開会いたします。 

本日の会議につきましては，水戸市附属機関の会議の公開等に関する規程によ

り，原則公開となっておりますので御承知おきをお願いいたします。 

本日の出席者数を報告いたします。本日は委員全員の方に御出席をいただいて

おります。従いまして，出席者数が委員の２分の１以上となっておりますので，

水戸市市民センター条例第 12 条第２項により，当審議会は成立いたします。 



それでは，次第に従い議事を進めさせていただきます。 

  

執行機関   運営審議会会長より御挨拶を頂戴したいと思います。 

 

  会長   ― あいさつ ― 

 

執行機関   ありがとうございました。 

それでは，議事に入る前に会議録署名人を指名させていただきます。今回は 

  委員と  委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

それでは，議事に入りたいと思います。 

ここからの進行は，水戸市市民センター条例の規定により，会議は会長が議長

になることとなっておりますので，  会長に議事進行をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

  会長   それでは，議事に入ります。議事⑴ 令和４年度利用状況について，執行機関

より説明をお願いいたします。 

 

執行機関   ― 資料に基づき，令和４年度利用状況について説明 ― 

 

  会長   ただいまの説明について，御質問，御意見などありましたらお願いいたします。 

  何かございますか。 

       なければ，⑵ 令和５年度常磐市民センター運営方針及び重点目標について，

執行機関より説明をお願いします。 

 

執行機関   ― 資料に基づき，令和５年度常磐市民センター運営方針及び重点目標につい

て説明 ― 

 

  会長   ただいまの説明について，御質問，御意見などありましたらお願いします。 

 

  委員   重点目標の１地域コミュニティ活動の推進の（2）地域コミュニティ活動環境の

充実について，コミュニティルームの積極的な利用や狭あい駐車場の解消に努め

るとあるが，実際に常磐市民センターではどのようになっているのか。 

 

執行機関   コミュニティルームの利用につきましては，ランド常磐の会をはじめ常磐地区

のコミュニティ関係団体の活動に支障がないよう，いつでも打合せ等できるよう

積極的な利用に努めております。 

       駐車場につきましては，隣接する小学校及び認定こども園と連携し，狭あい解



消に努めております。 

 

  会長   他になければ，⑶ 令和５年度事業計画について，事務局より説明をお願いし

ます。  

 

執行機関   ― 資料に基づき，令和５年度事業計画について説明 ― 

 

  会長   ただいまの説明について，御質問，御意見などありましたらお願いします。 

       なければ，要望等でも結構ですので何かございますか。 

 

  委員   要望ではないのですが，先ほどの関連事業のところでありました，常磐小学校

創立 150 周年記念事業につきましては，本年度が 150 周年ということで，卒業し

た方々の中で小学校のときに使っていた学用品や記念の写真等があればお借りし

て，この市民センターの会議室を会場として展示をしたいと考えております。ど

のくらいの品物があるかをお伺いするため，7 月の回覧版で募集のチラシを回す

準備を進めております。また，あまり早く品物をお預かりしてしまうと置き場所

や破損等の問題もありますので，実際に品物を回収するのは秋以降にしたいと考

えておりますので，よろしくお願いします。 

 

  会長   他にございますか。 

       なければ，次に⑷ 令和５年度定期講座募集状況について，執行機関より説明

をお願いいたします。 

 

執行機関   ― 資料に基づき，令和５年度定期講座募集状況について説明 ― 

 

  会長    ただいまの説明について，御質問などありましたらお願いいたします。 

 

  委員    教室とクラブの違いはなんでしょうか。 

 

執行機関    教室は，市民センターが講師を選任して，講師謝金についても一部センター

予算でも支出することもでき，センターが主体的に受講生を募集し実施します。

そして一定期間育成をして，自主的に講座を運営できるクラブへ移行していき

ます。しかし，子ども将棋などの年齢制限のある教室はクラブへ移行せず実施

しております。 

 

  委員    クラブの講師は市民センターが選ぶのですか。 

         



執行機関    クラブ員が講師を選任します。 

 

  委員    教室は市民センター毎に数が決まっているのですか。 

         

執行機関    数は決まっておりません。 

 

  委員    クラブ員の募集は市民センターですか。 

 

執行機関    市民センターで行います。 

         

  会長    他に何かございますか。 

なければ，⑸ その他について，御質問，御意見などありましたらお願いし 

ます。他に何かございますか。 

その他で執行機関でございますか。 

 

執行機関    特にございません。 

 

  会長    他に何かございますか。 

ないようですので，以上をもちまして議事を終わりにしたいと思います。 

 

執行機関    御審議ありがとうございました。 

        以上をもちまして，令和５年度第１回常磐市民センター運営審議会を閉会い

たします。 

  


